	令 和 ８ 年 度
県産加工食品高付加価値化等支援事業費補助金
【公　募　要　領】



物価高騰への対応と持続的な賃上げの促進を図るため、高付加価値商品の開発等や首都圏等での大規模商談会への出展など販路開拓に取り組む県産加工食品製造事業者への支援として、その取組を広く公募し、必要な費用の一部を補助します。
	［応募期間］
　　（第１回）令和８年４月１日（水）～４月３０日（木）
　　（第２回）令和８年９月１日（火）～９月３０日（水）※予定
　

［提出先・問合せ先］
     　大分県商工観光労働部商業・サービス業振興課
貿易・物産・フラッグショップ班
　　　　　　〒８７０－８５０１　大分市大手町３丁目１番１号
      　　　ＴＥＬ：０９７－５０６－３２８８
　　　　　　ＦＡＸ：０９７－５０６－１７５４
      　　　Ｅ-ｍａｉｌ：a14160@pref.oita.lg.jp


１　趣　　旨
　物価高騰への対応と持続的な賃上げの促進を図るため、県産食品製造事業者による高付加価値商品の開発等や首都圏等での大規模商談会への出展など販路開拓の取組を支援します。
　
２　募集事業等
    県産加工食品高付加価値化等支援事業費補助金交付要綱「別表１」に掲載されている補助対象事業で、令和９年２月２８日までに実績報告の提出ができるものを次のとおり募集します。
３　応募について
(1) 応募期間
（第１回）令和８年４月１日（水）～４月３０日（木）

（第２回）令和８年９月１日（火）～９月３０日（水）※予定
(2)　受付方法
別添の「令和８年度県産加工食品高付加価値化等支援事業実施計画認定申請書」及び添付書類を正本１部、電子メールまたは郵送で提出してください。
(3)　提出先・問合せ先
大分県商工観光労働部商業・サービス業振興課（大分県庁本館７階）
　　 （TEL：097-506-3288／FAX：097-506-1754／メール：a14160@pref.oita.lg.jp）
(4)　注意事項
・認定申請書等の作成に係る費用は、応募者の負担になります。
・応募いただいた書類は返却しません。
・事業計画の認定作業のため、外部有識者に認定申請書等を共有します。
　　　また、採択された取組については、補助金の交付対象経費の確認等のため、必要に応じて
行政機関（県庁内各課・大分市等）と情報共有します。
　
４　補助等の詳細
 (1)　事業実施主体
　　この事業において事業実施主体は、県産加工食品の製造及び販売を行う事業者（個人事業主を含む。）及び団体であって、中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第２条第１項に規定する中小企業者に該当し、かつ、大分県内に本社を有する事業者とします。
＜県産加工食品の定義＞
次のいずれかに該当するものをいう。

　　ア　県産品を主原料として利用している加工食品

　　イ　県内で製造、加工している加工食品
＜中小企業者の定義＞
	業 種
	従業員規模 ・ 資本金規模

	製造業・その他の業種
	３００人 以下 又は ３億円 以下

	卸売業
	１００人 以下 又は １億円 以下

	小売業
	  ５０人 以下 又は ５，０００万円 以下

	サービス業
	１００人 以下 又は ５，０００万円 以下

	ソフトウェア業又は情報処理サービス業
	３００人 以下 又は ３億円 以下

	旅館業
	２００人 以下 又は ５，０００万円 以下


 (2)　補助対象事業等
①　高付加価値商品の試作・開発・改良
	補助対象経費
	内容
	補助率

	原材料費
	商品の試作・開発・改良に伴う原材料の購入等に要する経費
	１／２以内（上限１５０万円）
ただし、原材料費は上限７５万円

	資材費
	商品の試作・開発・改良に伴う箱、容器並びにラベル等の資材及び販路開拓に必要な販促資材の作成等に要する経費
	

	委託費
コンサル費
	商品及び販促資材のデザイン作成・改良、ブランド化に要する経費
	


②　国内で開催される商談会等への出展
	補助対象経費
	内容
	補助率

	出展料
委託費
	国内で開催される見本市・展示会・商談会等の参加に伴う出展料及びブースの装飾に要する経費

	【賃上げ枠】
２／３以内（上限４０万円）
【一般枠】
１／２以内（上限３０万円）


＜注意事項＞
1 　交付決定日より前に支出した経費は補助対象外となります。また、領収書、明細書等がないものは認められません。
2 　補助対象経費は、消費税及び地方消費税等を除いた額とします。
3 　補助金交付額は、千円未満切捨てとします。
4 　賃上げ枠を選択する場合は、全従業員（役員報酬等を受ける役員を除く。）に支払った賃金（残業代や賞与、各種手当、福利厚生費、法定福利費や退職金を除く。）を全体で1.5％以上引き上げ、かつ、事業完了日又は１月末日のいずれか早い期日までに支払いを完了させる必要があります。

5 　同一の実施内容について、他の補助金との重複はできません。
５　選定方法等
(1)　計画の認定（補助事業の選定）
提出された書類に基づいて、書類審査のうえ認定事業を決定します。
　(2)　通知
審査が完了次第、申請者あて審査結果を通知します（応募期間終了後、概ね２週間後を予定しています。）。計画が認定された場合は、県産加工食品高付加価値化等支援事業費補助金交付要綱に基づき、補助金交付申請書を速やかに提出してください。
なお、認定された計画において、上記４（２）②（国内で開催される商談会等への出展に係る補助）の賃上げ枠により申請をしている場合には、賃金増加率計算書及び賃金台帳の追加提出が必要です。
６　留意点
(1) 　県では、補助金交付申請書の内容審査後、事業者に補助金交付決定通知書を送付します。
（※この決定日以降でないと補助事業には着手できません。）
(2) 　事業者は、補助事業完了後、交付要綱に基づき実績報告書を提出していただきます。
(3) 　令和８年２月２８日までに実績報告が提出できないときや、認定・交付決定事業から事業内容に大幅な変更が確認された場合は補助事業の認定を取り消します。また、上記４（２）②（国内で開催される商談会等への出展に係る補助）において、賃上げ枠の要件を満たさない見込みとなった場合には、変更手続きを経る必要があるため、直ちに県の指示を受けてください。
(4) 　補助金は、事業完了後（補助金の額の確定後）にお支払いします。
(5) 　補助金交付申請書、実績報告書に添付していただく見積書、領収書等の証拠書類については、補助事業を完了した翌年度から５年間保管してください。
- 3 -

